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第一部 【企業情報】
 

第１ 【企業の概況】
 

１ 【主要な経営指標等の推移】
 

回次
第127期

中間会計期間
第128期

中間会計期間
第127期

会計期間
自 2024年４月１日
至 2024年９月30日

自 2025年４月１日
至 2025年９月30日

自 2024年４月１日
至 2025年３月31日

売上高 (百万円) 3,916 3,877 7,845

経常利益 (百万円) 36 198 58

中間（当期）純利益 (百万円) 21 136 38

持分法を適用した場合の投資利益 (百万円) 1 1 2

資本金 (百万円) 1,510 1,510 1,510

発行済株式総数 (千株) 1,540 1,540 1,540

純資産額 (百万円) 8,946 10,487 8,959

総資産額 (百万円) 13,742 16,614 14,035

１株当たり中間（当期）純利益 (円) 16.22 102.01 28.46

潜在株式調整後１株当たり
中間（当期）純利益

(円) ― ― ―

１株当たり配当額 (円) ― ― 30

自己資本比率 (％) 65.1 63.1 63.8

営業活動によるキャッシュ・フロー (百万円) △204 349 △532

投資活動によるキャッシュ・フロー (百万円) △75 △160 △307

財務活動によるキャッシュ・フロー (百万円) △41 △259 37

現金及び現金同等物の
中間期末（期末）残高

(百万円) 1,092 540 610
 

(注) １．当社は中間連結財務諸表を作成しておりませんので、連結会計年度にかかる主要な経営指標等の推移について

は記載しておりません。

２．潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益については、潜在株式が存在していないため記載しておりませ

ん。

３．2018年８月より「株式給付信託（BBT）」を導入しており、株主資本において自己株式として計上されている

「株式給付信託（BBT）」に残存する自社の株式は、１株当たり中間（当期）純利益の算定上、期中平均株式

数の計算において控除する自己株式に含めております。

 
２ 【事業の内容】

当中間会計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営む事業の内容について、重要な変更はあ

りません。また、主要な関係会社における異動もありません。　
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第２ 【事業の状況】
　

１ 【事業等のリスク】

当中間会計期間において、当半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、経営者が提出

会社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に重要な影響を与える可能性があると認識している主要な

リスクの発生又は前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」について重要な変更はありません。

　

２ 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

文中の将来に関する事項は、当中間会計期間の末日現在において当社が判断したものであります。

 
(1) 財政状態及び経営成績の状況

当中間会計期間末の総資産は16,614百万円となり、前事業年度末に比べ2,578百万円増加いたしました。主な要

因は、投資有価証券の時価上昇等による固定資産の増加（2,041百万円）や、受注増加による仕掛品の増加等による

流動資産の増加（537百万円）によるものです。

当中間会計期間末の負債は6,126百万円となり、前事業年度末に比べ1,050百万円増加いたしました。主な要因は

繰延税金負債等の増加による固定負債の増加（523百万円）や、前受金（契約負債）等の増加による流動負債の増加

（527百万円）によるものです。

当中間会計期間末の純資産は10,487百万円となり、前事業年度末に比べ1,528百万円増加いたしました。主な要

因は、中間会計期間末日における保有株式の時価が上昇したことによるその他有価証券評価差額金の増加（1,433百

万円）等によるものです。

この結果、当中間会計期間末における自己資本比率は63.1％となりました。

当中間会計期間における業績は、舶用主機関の売上は減少しましたが、部分品・修理工事等の売上拡大に注力し

た結果、売上高3,877百万円（前年同期比1.0％減）となりました。収益面では材料費をはじめ各種経費の値上げ圧

力のあるなか、原価率の低減に努めると共にメタノールエンジン開発に関する助成金収入等の営業外収益を計上し

た結果、経常利益198百万円（前年同期比439.2％増）、中間純利益136百万円（前年同期比530.9％増）となりまし

た。

 
(2) キャッシュ・フローの状況

当中間会計期間における現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）は、前事業年度末に比べて70百万円減

少し、当中間会計期間末には540百万円となりました。

当中間会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

営業活動の結果獲得した資金は349百万円（前年同期は204百万円の支出）となりました。これは主に、減価償却

費257百万円及び仕入債務の増加額110百万円等の増加に対し、棚卸資産の増加額633百万円等の減少によるものであ

ります。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

投資活動の結果支出した資金は160百万円（前年同期は75百万円の支出）となりました。これは主に、固定資産の

取得による支出129百万円等によるものであります。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

財務活動の結果支出した資金は259百万円（前年同期は41百万円の支出）となりました。これは主に、長期借入金

の返済による支出149百万円等によるものであります。

　

(3）経営方針・経営戦略等

当中間会計期間において、当社が定めている経営方針・経営戦略等について重要な変更はありません。

 
(4) 優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題

当中間会計期間において、当社が優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題について重要な変更はありませ

ん。

　

(5) 研究開発活動

当中間会計期間の研究開発費の金額は107百万円であります。

なお、当中間会計期間において、当社の研究開発活動の状況に重要な変更はありません。
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(6) 従業員数

当中間会計期間において、従業員数の著しい増減はありません。

　

(7) 生産、受注及び販売の実績

当中間会計期間において、受注実績が著しく増加しております。

これは、海運・造船業界においてシップリサイクル条約の締結による環境規制に対応した船舶や、船齢の大きい

船舶の代替等で新造船の建造需要が高まってきたことにより、舶用主機関の受注残高が大幅に増加しております。

この結果、受注高は6,443百万円（前年同期比31.7％増）、受注残高は6,655百万円（前年同期比98.2％増）とな

りました。

 
(8) 主要な設備

当中間会計期間において、主要な設備の著しい変動はありません。

 
(9) 会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定

前事業年度の有価証券報告書に記載した「経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分

析」中の会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定の記載について重要な変更はありません。

 

３ 【重要な契約等】

当中間会計期間において、重要な契約等の決定又は締結等はありません。
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第３ 【提出会社の状況】

 
１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

 

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 3,200,000

計 3,200,000
 

 
② 【発行済株式】

 

種類
中間会計期間末
現在発行数(株)
(2025年９月30日)

提出日現在
発行数(株)

(2025年11月７日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 1,540,000 1,540,000
東京証券取引所
スタンダード市場

単元株式数
100株

計 1,540,000 1,540,000 ― ―
 

 
(2) 【新株予約権等の状況】

① 【ストックオプション制度の内容】

　該当事項はありません。

 
② 【その他の新株予約権等の状況】

　該当事項はありません。

 
(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

　該当事項はありません。

 
(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

 

年月日
発行済株式
総数増減数
(株)

発行済株式
総数残高
(株)

資本金増減額
(千円)

資本金残高
(千円)

資本準備金
増減額
(千円)

資本準備金
残高
(千円)

2025年４月１日～
2025年９月30日

― 1,540,000 ― 1,510,000 ― 926,345
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(5) 【大株主の状況】

2025年９月30日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
(千株)

発行済株式
(自己株式を
除く。)の
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

アカサカ共栄会 静岡県焼津市柳新屋670－６ 122 8.97

DNB BANK ASA CLIENT ACCOUNT
（常任代理人　シティバンク、エヌ・エイ
東京支店）

DRONNING EUFEMIAS GATE 30 OSLO NO 191
（東京都新宿区新宿６－27－30）

97 7.12

東京アカサカ共栄会 静岡県焼津市柳新屋670－６ 73 5.41

株式会社静岡銀行 静岡県静岡市葵区呉服町１－10 64 4.71

株式会社みずほ銀行 東京都千代田区大手町１－５－５ 64 4.71

赤阪　治恒 静岡県静岡市駿河区 46 3.37

株式会社ジャパンエンジンコーポレーション 兵庫県明石市二見町南二見１ 41 3.02

駿南鐵工株式会社 静岡県焼津市中港４－２－20 35 2.56

赤阪　雄一郎 東京都渋谷区 33 2.45

株式会社日本カストディ銀行（信託Ｅ口） 東京都中央区晴海１－８－12 26 1.91

計 ― 604 44.27
 

(注) １．㈱日本カストディ銀行（信託Ｅ口）の所有株式株は、みずほ信託銀行㈱が同行に委託した株式給付信託

（BBT）の信託財産であります。なお、当該株式は財務諸表においては、自己株式として処理しております

が、発行済株式総数に対する所有株式数の割合からは控除しておりません。

２．上記のほか当社所有の自己株式175千株があります。
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(6) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

   2025年９月30日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式（自己株式等） ― ― ―

議決権制限株式（その他） ― ― ―

完全議決権株式（自己株式等）
（自己保有株式）
普通株式 175,300
 

― ―

完全議決権株式（その他）
普通株式

13,480 ―
1,348,000

単元未満株式
普通株式

― １単元(100株)未満の株式
16,700

発行済株式総数 1,540,000 ― ―

総株主の議決権 ― 13,480 ―
 

　（注）１ 「単元未満株式」には、自己株式が59株含まれております。

２ 「完全議決権株式（その他）」の普通株式には、「株式給付信託（BBT）」の信託財産として、㈱日本

カストディ銀行（信託Ｅ口）が保有する株式26,100株（議決権の数261個）が含まれております。

 
② 【自己株式等】

  2025年９月30日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数
(株)

他人名義
所有株式数
(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

（自己保有株式）
株式会社赤阪鐵工所

東京都千代田区
丸の内三丁目４番１号

175,300 ― 175,300 11.36

計 ― 175,300 ― 175,300 11.36
 

（注）「株式給付信託（BBT）」の信託財産として、㈱日本カストディ銀行（信託Ｅ口）が保有する株式26,100株

については、上記の自己株式等に含めておりません。

 

２ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当中間会計期間における役員の異動はありません。
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第４ 【経理の状況】

 

１．中間財務諸表の作成方法について

当社の中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下

「財務諸表等規則」という。)に基づいて作成しております。

また、当社は、金融商品取引法第24条の５第１項の表の第１号の上欄に掲げる会社に該当し、財務諸表等規則第１

編及び第３編の規定により第１種中間財務諸表を作成しております。

 

２．監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、中間会計期間(2025年４月１日から2025年９月30日ま

で)に係る中間財務諸表について、東陽監査法人による期中レビューを受けております。

 

３．中間連結財務諸表について

当社は子会社がありませんので、中間連結財務諸表を作成しておりません。
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１ 【中間財務諸表】

(1) 【中間貸借対照表】

           (単位：千円)

          
前事業年度

(2025年３月31日)
当中間会計期間
(2025年９月30日)

資産の部   

 流動資産   

  現金及び預金 723,923 677,290

  受取手形及び売掛金 2,769,830 2,774,718

  製品 96,846 173,000

  仕掛品 2,442,234 2,897,286

  原材料及び貯蔵品 617,062 719,386

  その他 88,850 34,630

  貸倒引当金 △87 △86

  流動資産合計 6,738,659 7,276,226

 固定資産   

  有形固定資産   

   建物及び構築物（純額） 1,459,877 1,418,131

   その他（純額） 2,104,042 2,084,674

   有形固定資産合計 3,563,919 3,502,805

  無形固定資産 66,740 68,644

  投資その他の資産   

   投資有価証券 2,302,766 4,395,359

   その他 1,381,431 1,388,815

   貸倒引当金 △18,230 △17,730

   投資その他の資産合計 3,665,967 5,766,444

  固定資産合計 7,296,628 9,337,894

 資産合計 14,035,287 16,614,121
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           (単位：千円)

          
前事業年度

(2025年３月31日)
当中間会計期間
(2025年９月30日)

負債の部   

 流動負債   

  支払手形及び買掛金 1,400,780 1,511,297

  短期借入金 469,260 437,617

  未払法人税等 17,417 79,382

  賞与引当金 150,600 160,900

  製品保証引当金 62,616 61,433

  受注損失引当金 77,992 71,989

  その他 923,860 1,306,973

  流動負債合計 3,102,526 3,629,592

 固定負債   

  長期借入金 679,764 561,777

  引当金 56,993 61,990

  その他 1,236,649 1,873,096

  固定負債合計 1,973,407 2,496,864

 負債合計 5,075,933 6,126,456

純資産の部   

 株主資本   

  資本金 1,510,000 1,510,000

  資本剰余金 926,957 926,943

  利益剰余金 5,746,092 5,841,701

  自己株式 △406,497 △407,281

  株主資本合計 7,776,552 7,871,363

 評価・換算差額等   

  その他有価証券評価差額金 1,182,801 2,616,301

  評価・換算差額等合計 1,182,801 2,616,301

 純資産合計 8,959,354 10,487,665

負債純資産合計 14,035,287 16,614,121
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(2) 【中間損益計算書】

           (単位：千円)

          前中間会計期間
(自 2024年４月１日
　至 2024年９月30日)

当中間会計期間
(自 2025年４月１日
　至 2025年９月30日)

売上高 3,916,343 3,877,281

売上原価 3,142,165 3,100,192

売上総利益 774,178 777,088

販売費及び一般管理費 ※  755,302 ※  748,267

営業利益 18,875 28,821

営業外収益   

 受取利息 1,976 2,281

 受取配当金 34,206 48,205

 助成金収入 736 81,969

 補助金収入 - 36,068

 その他 5,095 12,202

 営業外収益合計 42,014 180,726

営業外費用   

 支払利息 7,776 10,536

 役員退職慰労金 6,685 -

 その他 9,536 100

 営業外費用合計 23,998 10,637

経常利益 36,891 198,910

税引前中間純利益 36,891 198,910

法人税等 15,246 62,351

中間純利益 21,644 136,558
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(3) 【中間キャッシュ・フロー計算書】

           (単位：千円)

          前中間会計期間
(自 2024年４月１日
　至 2024年９月30日)

当中間会計期間
(自 2025年４月１日
　至 2025年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー   

 税引前中間純利益 36,891 198,910

 減価償却費 203,580 257,383

 貸倒引当金の増減額（△は減少） △485 △500

 賞与引当金の増減額（△は減少） 8,100 10,300

 製品保証引当金の増減額（△は減少） 504 △1,183

 受注損失引当金の増減額（△は減少） △18,416 △6,003

 受取利息及び受取配当金 △36,182 △50,487

 支払利息 7,776 10,536

 売上債権の増減額（△は増加） △188,645 △4,888

 棚卸資産の増減額（△は増加） 107,956 △633,530

 仕入債務の増減額（△は減少） △240,870 110,517

 その他 △113,870 281,135

 小計 △233,660 172,190

 利息及び配当金の受取額 36,182 50,487

 利息の支払額 △9,049 △10,860

 保険金の受取額 - 7,612

 助成金の受取額 700 81,969

 補助金の受取額 - 36,068

 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） 1,149 11,704

 営業活動によるキャッシュ・フロー △204,678 349,171

投資活動によるキャッシュ・フロー   

 定期預金の預入による支出 △42,000 △48,000

 定期預金の払戻による収入 24,000 24,000

 固定資産の取得による支出 △82,313 △129,958

 投資有価証券の取得による支出 △6,943 △7,502

 投資有価証券の売却による収入 19,878 -

 貸付金の回収による収入 1,803 1,813

 その他 10,462 △849

 投資活動によるキャッシュ・フロー △75,112 △160,497

財務活動によるキャッシュ・フロー   

 短期借入金の純増減額（△は減少） △8,340 -

 長期借入れによる収入 200,000 -

 長期借入金の返済による支出 △143,734 △149,630

 社債の償還による支出 △20,000 △20,000

 リース債務の返済による支出 △45,887 △47,696

 自己株式の純増減額（△は増加） 16,936 △484

 配当金の支払額 △40,879 △41,496

 財務活動によるキャッシュ・フロー △41,904 △259,307

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △321,695 △70,632

現金及び現金同等物の期首残高 1,413,956 610,923

現金及び現金同等物の中間期末残高 ※  1,092,261 ※  540,290
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【注記事項】

(中間財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理)

 
当中間会計期間

(自 2025年４月１日 至 2025年９月30日)

税金費用の計算 税金費用については、事業年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を

合理的に見積り、税引前中間純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。ただし、

見積実効税率を用いて税金を計算すると著しく合理性を欠く場合には、税引前中間純利益また

は税引前中間純損失に法定実効税率を乗じた金額に、繰延税金資産の回収可能性を考慮してお

ります。
 

 
(追加情報)

当中間会計期間
(自 2025年４月１日 至 2025年９月30日)

（取締役に対する株式給付信託（BBT））

当社は、2018年６月27日開催の第120期定時株主総会決議に基づき、当社の取締役に対する株式報酬制度「株式

給付信託（BBT（＝Board Benefit Trust））」（以下「本制度」といいます。）を導入しております。

１．取引の概要

本制度は、当社が拠出する金銭を原資として当社株式が信託を通じて取得され、取締役（社外取締役を除きま

す。）に対して、当社が定める役員株式給付規程に従って、当社株式及び当社株式を時価で換算した金額相当の金

銭（以下「当社株式等」といいます。）が信託を通じて給付される株式報酬制度です。なお、取締役が当社株式等

の給付を受ける時期は、原則として取締役の退任時となります。

２．信託に残存する当社株式

信託に残存する当社株式を信託における帳簿価額（付随費用の金額を除く。）により、純資産の部に自己株式と

して計上しております。なお、当中間会計期間末における当該自己株式の帳簿価額及び株式数は、56,286千円、

26,100株であります。

 
 

 
(中間損益計算書関係)

※　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。

 

 
前中間会計期間

(自 2024年４月１日
至 2024年９月30日)

当中間会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)

給料手当 191,940千円 194,670千円

賞与引当金繰入額 38,418 〃 43,255 〃

退職給付費用 4,236 〃 5,070 〃

役員株式給付引当金繰入額 4,583 〃 4,206 〃

執行役員退職慰労引当金繰入額 475 〃 525 〃
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(中間キャッシュ・フロー計算書関係)

※　現金及び現金同等物の中間期末残高と中間貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

 

 
前中間会計期間

(自 2024年４月１日
至 2024年９月30日)

当中間会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)

現金及び預金勘定 1,293,261千円 677,290千円

預入期間が３ヶ月を超える
定期預金

△201,000　〃 △137,000　〃

現金及び現金同等物 1,092,261千円 540,290千円
 

 

(株主資本等関係)

前中間会計期間(自　2024年４月１日　至　2024年９月30日)

配当金支払額

(決議) 株式の種類
配当金の総額
(千円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

2024年６月27日
定時株主総会

普通株式 40,956 30 2024年３月31日 2024年６月28日 利益剰余金
 

（注）2024年６月27日開催の定時株主総会決議による配当金の総額には、株式給付信託（BBT）が保有する当社株式に

対する配当金1,023千円が含まれております。

 
当中間会計期間(自　2025年４月１日　至　2025年９月30日)

配当金支払額

(決議) 株式の種類
配当金の総額
(千円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

2025年６月27日
定時株主総会

普通株式 40,949 30 2025年３月31日 2025年６月30日 利益剰余金
 

（注）2025年６月27日開催の定時株主総会決議による配当金の総額には、株式給付信託（BBT）が保有する当社株式に

対する配当金783千円が含まれております。

 
(持分法損益等)

 
前事業年度

(2025年３月31日)
当中間会計期間
(2025年９月30日)

関連会社に対する投資の金額 9,052千円 9,052千円

持分法を適用した場合の投資の金額 60,621　〃 61,891 〃
 

 

 
前中間会計期間

(自 2024年４月１日
至 2024年９月30日)

当中間会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)

持分法を適用した場合の投資利益の金額 1,349千円 1,270千円
 

 
(セグメント情報等)

【セグメント情報】

当社の事業は舶用内燃機関及び部分品の設計・製造・修理・販売及びその関連事業を主体とした単一セグメント

であるため、記載を省略しております。
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(収益認識関係)

顧客との契約から生じる収益を分解した情報

  (単位：千円)

 
前中間会計期間

(自 2024年４月１日
至 2024年９月30日)

当中間会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)

内燃機関関連   

舶用内燃機関 987,750 878,800

部分品及び修理工事 2,134,216 2,336,661

その他 759,577 627,552

顧客との契約から生じる収益 3,881,544 3,843,013

その他の収益（注） 34,799 34,267

外部顧客への売上高 3,916,343 3,877,281
 

(注) 「その他の収益」は不動産等の賃貸による収益であります。

 
(１株当たり情報)

１株当たり中間純利益及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 

 
前中間会計期間

(自 2024年４月１日
至 2024年９月30日)

当中間会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)

１株当たり中間純利益(円) 16円22銭 102円01銭

（算定上の基礎）   

中間純利益(千円) 21,644 136,558

普通株主に帰属しない金額(千円) ― ―

普通株式に係る中間純利益(千円) 21,644 136,558

普通株式の期中平均株式数(千株) 1,334 1,338
 

(注) １．潜在株式調整後１株当たり中間純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

２．「株式給付信託(BBT)」が保有する当社自己株式（前中間会計期間　26,100株　当中間会計期間　26,100

株）を１株当たり中間純利益の算定上、普通株式の期中平均株式数の計算において控除する自己株式に含め

ております。

 
２ 【その他】

該当事項はありません。
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

 

該当事項はありません。
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独立監査人の中間財務諸表に対する期中レビュー報告書
 

2025年11月７日

株式会社赤阪鐵工所

取締役会  御中

東陽監査法人

　名古屋事務所
 

 
指定社員

業務執行社員
 公認会計士 桐   山   武   志  

 

 
指定社員

業務執行社員
 公認会計士 橋   本　 健 太 郎  

 

　

監査人の結論

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社赤阪鐵

工所の2025年４月１日から2026年３月31日までの第128期事業年度の中間会計期間（2025年４月１日から2025年９月30日

まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間キャッシュ・フロー計算書及び注記に

ついて期中レビューを行った。

当監査法人が実施した期中レビューにおいて、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる

企業会計の基準に準拠して、株式会社赤阪鐵工所の2025年９月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する中間会

計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項が全ての重要な点において

認められなかった。

 

監査人の結論の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる期中レビューの基準に準拠して期中レビューを行った。

期中レビューの基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表の期中レビューにおける監査人の責任」に記載され

ている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定（社会的影響度の高い事業体の財務諸表監査に適用され

る規定を含む。）に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当

監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

 
中間財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して中間財務諸表を作成し適正

に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し適正に表示するた

めに経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成することが適切であるか

どうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示

する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにあ

る。
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中間財務諸表の期中レビューにおける監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した期中レビューに基づいて、期中レビュー報告書において独立の立場から中間財務

諸表に対する結論を表明することにある。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる期中レビューの基準に従って、期中レビューの過程を通じ

て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・　主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対する質問、分析的手続その他の期中レビュー

手続を実施する。期中レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施され

る年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

・　継続企業の前提に関する事項について、重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認

められると判断した場合には、入手した証拠に基づき、中間財務諸表において、我が国において一般に公正妥当と認

められる企業会計の基準に準拠して、適正に表示されていないと信じさせる事項が認められないかどうか結論付け

る。また、継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、期中レビュー報告書において中間財務諸表

の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間

財務諸表に対して限定付結論又は否定的結論を表明することが求められている。監査人の結論は、期中レビュー報告

書日までに入手した証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能

性がある。

・　中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠していな

いと信じさせる事項が認められないかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成及び内

容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示していないと信じさせる事項が認められないかど

うかを評価する。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した期中レビューの範囲とその実施時期、期中レビュー上の重要な発

見事項について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、

並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている

場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を

行う。

 
利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

　

以  上

 
 

(注) １．上記は期中レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(半期報告書

提出会社)が別途保管しております。

２．XBRLデータは期中レビューの対象には含まれていません。
 

 

EDINET提出書類

株式会社　赤阪鐵工所(E01475)

半期報告書

18/18


	表紙
	本文
	第一部企業情報
	第１企業の概況
	１主要な経営指標等の推移
	２事業の内容

	第２事業の状況
	１事業等のリスク
	２経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
	３重要な契約等

	第３提出会社の状況
	１株式等の状況
	(1)株式の総数等
	①株式の総数
	②発行済株式

	(2)新株予約権等の状況
	①ストックオプション制度の内容
	②その他の新株予約権等の状況

	(3)行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等
	(4)発行済株式総数、資本金等の推移
	(5)大株主の状況
	(6)議決権の状況
	①発行済株式
	②自己株式等


	２役員の状況

	第４経理の状況
	１中間財務諸表
	(1)中間貸借対照表
	(2)中間損益計算書
	(3)中間キャッシュ・フロー計算書
	注記事項
	セグメント情報


	２その他


	第二部提出会社の保証会社等の情報
	監査報告書

